
民間まちづくり活動促進事業の活用について

・公開空地等の共用空間の
一体的な管理

・集会所等の共有施設の
維持管理

地域全体の計画コーディネート

地域の活性化・景観向上

共有物・公物の管理

サービス提供・コミュニティ形成

地域の情報発信

○共有物等の維持管理

・ビル等の資産管理
・広場、駐車場等の共有地の維持管理

○公物の維持管理
・公園や河川敷等の管理 ・道路や緑地の管理

・コミュニティセンター等の公共公益施設の維持管理

○地域の快適性の維持・向上

・高質空間の形成（ストリートファニチャー、モ
ニュメント、緑化施設等を設置）と管理

・屋外広告物の管理

・地域の美化緑化活動の推進
・迷惑駐車、迷惑駐輪の防止活動

・空き店舗活用（テナント誘致等）

・公的空間の利活用

○地域のPR・広報

・オープンカフェ ・地域イベントの開催

・ホームページや広報誌等による情報発信
・地域のプロモートイベント（イルミネーション等）
の開催

・地域に関するシンポジウムの開催

○地域の利便性の向上・
生活支援サービス提供

・コミュニティバスの運営

○地区のビジョン策定
○街並みの規制・誘導等

・景観形成ルール、ガイドライン策定
・建築・景観協定案作成、運用

民間まちづくり活動促進事業は、以下のような多様なまちづくり活動に活用できます。

民間の担い手による多様なまちづくり活動の例

協定策定・協定に基づく施設の整備・活用

○まちづくりに関する協定策定
・都市利便増進協定の策定
・歩行者経路協定の策定

○協定に基づく施設の整備・活用
・広場の整備、通路の舗装の高質化、街灯や街路樹の整備、
駐輪場等の整備 等

○空き地・空き店舗等
の活用促進

民間まちづくり活動促進事業 （大阪市北区 うめきた地区（先行開発区域））

うめきた先行開発区域において、施設整備・基盤整備の段階から官民が連携し、交通マネジメント、公共空間マ
ネジメント（駅前広場、歩道）等を実施。

《官民連携》 TMO
持続的、一体的なまちの管理・運営（ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）組織

まちづくり推進

○イベント企画・運営、
広告媒体管理

○来街者案内・サービス
○情報発信
○環境創出

●交通マネジメント
（交通サービスの提供）
●まちづくりルール

策定・運用
○広域エリアマネジメント

●公民都市空間の
一体的管理・運営

●安心・安全で
快適なまちづくり

○環境共生への取り組み

「交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（交通ｻｰﾋﾞｽ）」「公共空間ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（公共空間の管理・運営）」

公共性の高い施策について、官民連携による協議・検討

プロモーション 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

（※H24.5設立)

【公共空間マネジメントのイメージ】

オープンカフェのイメージ
（道路占用許可の特例）

【交通マネジメントのイメージ】 エリア巡回バス

レンタサイクル

《事業概要》
○位 置： 西日本最大の交通拠点である大阪駅の北側に位置
○施行者： （社）グランフロント大阪TMO
○事業期間： 平成２３年度～平成２５年度

平成２３年度 エリアマネジメントの基本計画の策定
平成２４年度 民間まちづくり計画策定
平成２５年度 社会実験の実施及び検証

【交通マネジメント】
・エリア巡回バスやレンタサイクルによる歩行者の回遊性の向上
・駐車場におけるバス・レンタサイクルとの連携による梅田地区内への自動車
の流入抑制
【公共空間マネジメント】
・オープンカフェ等による賑わいの創出や良好な都市空間の形成

駐車場との連携

《エリアマネジメントの取組み》


